
令和７年度 甲種防火管理「新規講習」案内 
 

北部上北広域事務組合消防本部 

 

この講習は、消防法施行令第３条第１項第１号イの規定に基づく甲種防火対象物（乙種

防火対象物を含む）の防火管理者の資格を取得するためものです。 

 

１ 日  時  令和７年１０月２日（木）・３日（金）の２日間 

（受付時間は２日間ともに午前９時から午前９時４０分まで） 

講習時間 
【１日目】 

午前９時５０分～午後４時 

【２日目】 

午前９時５０分～午後４時１０分 

講習科目 

防火管理の意義及び制度 施設・設備の維持管理 

火気取扱いの基本知識と出火防止対策 防火管理に係る訓練及び教育 

施設・設備の維持管理 防火管理の進め方と消防計画 

 

２ 場  所  北部上北広域事務組合合同庁舎 ２階 大ホール 

（上北郡野辺地町字田狭沢４０－９） 

 

３ 受 講 料  ４，５００円（テキスト代等含む） 

※インボイス制度への対応は行っておりません。 

 

４ 受講定員  ３０名 

 

５ 受講申込 

（１）申込方法 

「防火管理講習申込書」に必要事項を記載のうえ、受講料４，５００円を添えて

申し込みしてください。なお、「防火管理講習申込書」は、管内の消防署に準備

しております。（組合ＨＰからもダウンロードできます。） 

（２）受付期間・受付対象者・申込先 
受付期間 受付対象者 申込先 

８月１８日（月）から 

８月２９日（金）まで 

 
※消防本部予防課は平日のみ 

・管内（野辺地町、横浜町、六ヶ所村）の

事業所に勤務している方 

・管内（野辺地町、横浜町、六ヶ所村）に

居住している方 

野辺地消防署 

横浜消防署 

六ヶ所消防署 

消防本部予防課 

９月１日（月）から 

９月５日（金）まで 
・すべての方（定員に満たない場合） 消防本部予防課 

※受付期間内でも定員に達し次第締め切ります。 

（３）受付時間は、午前９時から午後５時までとなります。 

（４）受付完了後、「防火管理講習受講票」を交付しますので、受講当日に必ず持参して

ください。 

 

６ 修了証の交付 

全ての講習科目を受講した方には即日、修了証を交付します。 

なお、１科目１０分以上の遅刻又は講習の途中で退席したとき等は、修了証を交付で

きませんので注意してください。 



 

７ 講習科目の一部免除 

（１）対象科目と対象者 

次の方は、講習科目の「防火管理の意義及び制度」が免除されます。 

ア 消防設備点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている方 

イ 自衛消防業務講習の課程を修了している方 

（２）講習科目の一部免除の方法 

「防火管理講習申込書」講習科目の免除申請欄にレ印を記入し、証明書類（免状

の写し又は修了証の写し）を添付して受講の申込みをしてください。 

（３）講習科目の一部免除となる方の受付時間 

講習１日目の受付時間は、１２時３０分～1２時５０分までとなります。 

 

８ 注意事項 

（１）申込み後に講習を受けることができなくなった場合、受講料の払い戻しはできま

せんので、あらかじめ御了承ください。 

（２）講習当日は、「防火管理講習受講票」及び筆記用具を必ず持参してください。 

（３）当日車でお越しの方は、職員の指示に従って駐車してください。 

（４）昼食は各自で準備してください。 

（５）講習当日、欠席する場合は、消防本部予防課までご連絡ください。 

（６）災害等の発生及び感染症の拡大状況などにより講習を中止する場合があります。 

 

【講習会場案内図】 

 
【問合わせ先】 

北部上北広域事務組合消防本部 予防課 

電話番号０１７５－６４－０６５０ 

組合ＨＰ【 http://hokubukamikita.org/shobo/ 】 


